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第３８回群馬県女子サッカー選手権大会（兼） 

第４４回関東女子サッカー選手権大会群馬県予選大会要項 

 

１．主 旨 群馬県の女子サッカーの健全なる普及と発展を目指し、第４４回関東女子 

サッカー選手権大会に出場するチームを決定することを目的とする。 

２．主 催 公益社団法人 群馬県サッカー協会 

３．主 管 公益社団法人 群馬県サッカー協会女子委員会 

４．後 援 上毛新聞社 

５．日 程 ６月１９日（日）１回戦  いずみサッカー場（予備：市立太田高校） 

       ７月 ３日（日）準々決勝 利根川総合運動場（明和町） 

       ７月１７日（日）準決勝  ｱｰｽｹｱ敷島ｻｯｶｰ・ﾗｸﾞﾋﾞｰ場 

       ７月１８日（月祝）決勝  太田市運動公園 

 

６．参加資格 ①（公財）日本サッカー協会女子に加盟登録した単独チームであること。 

       ②参加選手は①に登録され、他チームに二重登録されていないこと。 

③参加選手は、５月１３日までに一次承認登録を済ませた者とする。 

④参加選手は２５名を最大とする。 

       ⑤（公財）日本サッカー協会にクラブ申請を承認されているチームが、本

大会に複数チームでの出場を希望する場合、申込み時点で各チームのメン 

バー表を提出すること。それ以後のメンバー変更は認めないものとする。 

       ⑥小学生は出場できない。また、中学生以下の選手だけの大会参加申込は

不可とする。 

       ⑦前年度の１位から４位までをシードする。 

⑧関東女子サッカーリーグ２部に出場しているチームはシードし、準決勝 

戦から出場する。 

 

７．競技方法 ①トーナメント方式で行い、試合時間内に勝敗が決しない場合、準決勝ま

では延長を行わず、PK方式により次回戦に進出するチームを決定する。決

勝は２０分の延長を行い、なお決しない場合は PK 方式により決定する。 

       ②試合時間は１回戦は６０分、準々決勝・準決勝は７０分、決勝戦は８０

分とする。ハーフタイムのインターバルは前半終了後１０分とする。 

       ③３位決定戦は行わない。 

 

８．競技規則  ①本年度（公財）日本サッカー協会制度の「サッカー競技規則」に準ずる。 

       ②試合開始前に最大限９人まで交替要員の名前を主審に通告しておき、 

そのうち５人まで主審の許可を得て交替をすることができる。 

       ③本大会において退場を命じられた選手は、次の１試合に出場できない。

それ以後の処置について、大会の規律委員会で決定する。 

       ④本大会期間中、警告を２回受けた選手は、次の１試合に出場できない。 
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       ⑤試合前に、出場チームはメンバー票と、顔写真登録済みの電子選手証が

印刷された用紙を大会本部に提出し、第４審判が確認する。 

９．表  彰 優勝以下第３位まで表彰状を授与する。第３位の表彰は準決勝後に行う。 

       なお、本大会優勝チームは、９月に群馬県でおこなわれる第４４回関東女

子サッカー選手権大会に群馬県代表として推薦する。 

10．表 彰 式 ７月１８日（月祝）決勝戦終了後、決勝戦試合会場において行う。 

11．参 加 費 ①８，０００円 

       ②参加費は４月１日～５月１３日に、下記の指定口座に振り込むこと。 

 

   振込先  群馬銀行 県庁支店 普通 0 5 7 9 4 6 9  

       シャ）グンマケンサッカーキョウカイ 

 

       ※必ずチーム名の前に登録番号を記入してください。 

（ 例 : 0123456 群馬ｻｯｶｰｸﾗﾌﾞ ） 

12．参加申込  ①大会参加申込書と選手登録票を、下記まで E-mail にて申し込むこと。 

申込先   〒３７３－０８４２ 群馬県太田市細谷町１５１０ 

      市立太田高校 土田直子 

        ＴＥＬ:０７０－５５５７－１９７９ 

        E-mail：n-tsuchida@otacity-hs.ed.jp 

        ※お申し込み後、５日たっても土田から返信がない場合は、土田携帯ま

でご連絡ください。 

       ②参加申込期間 ４月１日～５月１３日必着 

③参加選手の追加・変更がある場合は、５月１３日までに参加登録票を提

出し直すこと。 

14．組み合わせ抽選 ５月１７日（火）１９：００～群馬県サッカー協会事務局 

15. 大会中止条件 ①群馬県内の新型コロナウイルスの感染状況を鑑みて、安全が確保でき 

ないと判断した場合。 

              ②その他、群馬県サッカー協会等から大会中止の指示等があった場合。 

16．そ の 他 ①新型コロナウイルス感染症予防のため、県の警戒度が４以上の場合は、 

全試合を無観客試合とする。県の警戒度が３以下の場合は、観客席がない、 

いずみサッカー場 6/19 と市立太田高校 7/3は、無観客試合とするが、観 

客席があるアースケア敷島と 7/17と太田市運動公園 7/18 は、観戦可能と 

する。ただし、観戦する際は、健康状態申告書（様式４）を提出する。 

②群馬県サッカー協会女子委員会が示す、「新型コロナウイルス感染症に

係る大会実施ガイドライン」を遵守すること。 

  ③ユニフォームは、日本サッカー協会に登録されたものを原則とし、正の 

ほかに副として異なる色のユニフォームを必ず携帯する。 

       ④準々決勝までは、大会本部が各チームに審判を割り当てる。準決勝及び

決勝については、派遣審判員に依頼する。 

       ⑤第１試合のチームが会場準備を、最後の試合のチームは後片付けをする。 
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